
 

 

専門実践教育訓練明示書 
 

平成２７年６月記載 
 
 

講 座 の 名 称 

香川大学大学院地域マネジメント研究科地域マネジメント専攻（専門職学位課程） 

実 施 方 法 

通学（夜間・土日） 

指 定 講 座 番    号 

87010-142001-3 

講座の創設年月日   

平成１６年４月１日 

専門実践教育訓練給付金対象講座の指定期間 

平成２９年９月３０日まで 

過去１年の講座実績 

入構者数 ２８名 

修了者数 ３０名 

訓 練 期 間 

２４ヶ月 

総 訓 練 時 間 

４８０時間 
 

１．教 育 訓 練 目    標 

①取得目標とする資格の名称，目標レベル 専門職学位：経営修

士 教育訓練を通じて取得を目指す上記以外の資格等：特にな

し 

②①に係る資格・試験等の実施機関名称 

香川大学大学院 

③当該資格等を取得するための要件または受験資格等 

地域マネジメント研究科に２年以上在学し，３２単位以上を修得した者． 

（３２単位の内訳） ４つの科目群（分析基礎科目２単位以上，地域基礎科目４単位以上，基

礎科目６単位以上， プロジェクト科目６単位）それぞれの最低修了要件を満たした上で，さら

に，応用科目（群） の修得単位を含めた総計３２単位以上が必要となる． 

〔 注 意 事 項    〕 

平成２８年度より修了要件（修得単位数）が下記のとおり変更されます． 



 
修 了 要 件・・・４０単位以上の修得 

（40 単位の内訳） 

・分 析 基 礎 科    目・・・ ２単位以上の修得 

・地 域 基 礎 科    目・・・ ４単位以上の修得 

・基 礎 科 目・・・１０単位以上の修得 

・プロジェクト科  目・・・８単位 各群の最低修了要件を満たした上で，さらに，

応用科目(群)の修得単位を含めた総計４０単位以上を必要とする． 

④当該技能・知識の習得が必須又は有利となる職種・職務及び習得された技能・知識が活 

用されている業界と活用状況 

修了後は「経営修士（専門職）」として地域企業における経営者,営業リーダー，マ ー

ケティング担当者，自治体・出先官庁の政策立案者,ＮＰＯなどでの地域活性化リーダー

として活躍が期待さ れる． 

 
２．教 育 訓 練 の 内 容 

 

教科（カリキュラム） 時 間 使用教材名 

１．分析基礎科目 ３０時間 － 

２．地域基礎科目 ６０時間 － 

３．基礎科目 ９０時間 － 

４．応用科目  ― 

５．プロジェクト科目 ９０時間 － 

４を含め各科目群（５は除く）からさらに修得すべきもの ２１０時間 － 

合計 ４８０時間 － 

 
〔 注 意 事 項 〕 平成２８年度より下記のとおり教育訓練の内容を変更する予定です． 

教科（カリキュラム） 時 間 使用教材名 

１．分析基礎科目 ３０時間 － 

２．地域基礎科目 ６０時間 － 

３．基礎科目 １５０時間 － 

４．応用科目  ― 

５．プロジェクト科目 １２０時間 － 

４を含め各科目群（５は除く）からさらに修得すべきもの ２４０時間 － 

合計 ６００時間 － 



 

 
 

３．受講者となるための要件 

（※地域マネジメント研究科入試（社会人特別選抜）出願資格） 

①受講するに当たって必要な実務経験等 

４年制大学卒業後，２年以上の勤務経験を有する者 

②受講者が受講に最低限有しておくべき資格・技能・知識等の内容及びその水準 

４年制大学卒業，２年以上の勤務経験を有する者又は同等以上の能力及び社会的経験を 

有する者 

〔 特 記 事 項    〕 

平成２８年度より修了要件（修得単位数）を変更予定です．本書類の各項目には，変更 

後の内容も合わせて記載しております（事前周知のため）． 

変更の内容等について，不明な点等有りましたら事務担当（３頁目に記載）までお問い 

合わせください． 

 
４．教育訓練の受講の実績及び目標達成の状況 

資 格 取 得 状    況 

① 前年度の修了者数 ３０人 

② ①に係る教育訓練の入講者数 ３３人 

③ ②のうち目標資格の受験者数 ３０人 受 験 率（②/①） 90％ 

④ ③のうち合格者数 ３０人 合 格 率（③/②） 100％ 

⑤ ②（入講数）のうち就職者数 ６人※１ 

⑥ ②（入講数）のうち在職者数 ２４人※２就職・在職率(⑤＋⑥/①)100％ 

※１前年度の修了者のうち，受講開始時に職に就いていなかった者で修了後に就職した者 

※２受講開始時に既に職に就いていた者で，卒業後も引き続きその職にある者及び受講開 

始時に既に職に就いている者で，修了後に別の職に転職した者 

 
５．教育訓練の受講による効果の把握及び測定の方法並びそのレベルを受講者に対して明 

らかにするための具体的な方法 

１に掲げた教育訓練目標に対する技能・知識のレベル，到達度の把握・測定方法 

各科目での試験，レポートにより到達の状況を把握する．また，プロジェクト研究につ 

いて適宜発表・報告会を実施し，到達度等を測定している． 

科目毎で授業計画とともに成績評価基準を明示し，レベルや到達度測定の参考としてい 

る． 



 
６．受講効果の把握方法 

（１）受講認定基準（６ヵ月毎の出席率・定期試験，進級試験等の具体的基準） 

科目毎に授業計画とともに成績評価基準を明示している． 

（例：中間レポート 30％，期末レポート 40％，授業へのコミットメント（発言など積 極

的な姿勢）30％） 

（２）受講認定基準に係る，教育目標に対する技能・知識のレベル到達度把握・測定方法 

科目毎に試験，レポート，発表会を課すなどして，各受講者の到達状況の把握を行う． 

（３）修了認定基準（出席率・修了認定水圏等の具体的な基準） 
 

１．分 析 基 礎 科 目・・・２単位以上 

２．地 域 基 礎 科 目・・・４単位以上 

３．基 礎 科 目・・・６単位以上 

４．応 用 科 目 

５．プロジェクト科  目・・・６単位 

１～３の各科目群の必要単位数を満たしつつ４を含めて合計２６単位以上の修得が必要 さ

らに，５をあわせた総計３２単位以上の修得が修了に必要となる． 

〔 注 意 事 項    〕 

平成２８年度より修了要件（修得単位数）が下記のとおり変更されます． 
 

１．分 析 基 礎 科 目・・・ ２単位以上 

２．地 域 基 礎 科 目・・・ ４単位以上 

３．基 礎 科 目・・・１０単位以上 

４．応 用 科 目 

５．プロジェクト科  目・・・ ８単位 

１～３の各科目群の必要単位数を満たしつつ４を含めて合計３２単位以上の修得が必要． 

さらに５をあわせた総計４０単位以上の修得が必要 

（４）修了認定基準に係る教育目標に対する技能・知識のレベル到達度把握・測定方法 

修了にあたっては，研究内容（プロジェクト研究）の発表会を経て教授会において到達 度

を判定する． 

 
７．受講中又は修了後における受講者に対する指導及び助言並びに支援の方法 

（１）受講中の者に対する習得度・理解度に関する具体的な助言・指導の方法 

アカデミック・アドバイザー制度を設けて，学生が各々の目標に基づいた学習計画に沿 っ

て適切に履修できるよう各教員が修学に関する助言・指導を行っている． 

（２）受講中又は修了時における資格取得・就職への具体的なバックアップ体制 

資格取得に関しては，関連する科目において情報を提供している．また，就職は，個々 の

学生毎に研究科長，副研究科長が相談に応じている。 



 
８．その他の注意事項  指定教育訓練実施者名及び代表者

名 

国立大学法人 香川大学 （代表：学長 長尾 省吾） 

住所及び連絡先 

〒760-8521 香川県高松市幸町１－１ TEL 087-832-1813 

施設名称及び施設長名 

香川大学大学院 （施設長：学長 長尾 省吾） 

住所及び連絡先 

〒760-8521 香川県高松市幸町１－１ TEL 087-832-1813 

苦情受付者 

氏名 長岡 元彦 

所属 香川大学法学部・経済学部学務第二係 

連絡先 

TEL 087-832-1813 

事務担当者 

氏名 安岡 和照 

所属 香川大学法学部・経済学部学務第二係 

連絡先 

TEL 087-832-1813 

 

専門実践教育訓練経費支払い方法 

入学料 入学手続（３月）時に一括払 

授業料 １年分を前後期に分割して徴収．１年分の一括払も可能（要事前申請） 

専門実践教育訓練給付金の対象となる経費（①＋②） １３５３，６００円 

① 入学料（税込額） ２８２，０００円 

② 授業料（税込額） １０７１，６００円 

内訳 

 

 

 

 

※テキスト，参考書については，自費でご負担願います． 

第１期  ２６７，９００円 

第２期  ２６７，９００円 

第３期  ２６７，９００円 

第４期  ２６７，９００円 



 
〔注意事項〕 

本学の場合，１年次で，単位の修得が総計 16 単位（平成 28 年度以降は，20 単位）に 

達しなかった学生は，２年次配当のプロジェクト科目を履修することができず，留年（２ 

年間で修了できない）となります．留年となった場合は，本制度を利用することができま 

せん．また，長期履修制度を利用した場合も，本制度は利用できません。 

雇用保険への加入期間等，本制度を利用するための資格及び上記のような履修状況・方 

法に伴う本制度の利用の可否について，入学前に必ずハローワークへお問い合わせくださ 

い。 

 
・厚生労働省（教育訓練給付制度について） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/c 

areer_formation/kyouiku/index.html 

・ハローワークインターネットサービス 

https://www.hellowork.go.jp/ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/c
http://www.hellowork.go.jp/

